
 
 
 
 
 
 

財政健全化判断指標 
 



財政健全化判断指標とは 

 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下「健全化法」という。）に基づき算出し

た健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）に、

公営企業（下水道事業）の資金不足比率を合わせた 5つの指標をいう。 

健全化法は、地方公共団体の財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全

化を図ることを目的として、平成 21年 4 月から本格施行されたもので、ここに定められた基準

を超えると、以下の計画を定め、財政の健全化を図っていく。 

・「財政健全化計画」（早期健全化基準を超える場合）もしくは「財政再生計画」（財政再生

基準を超える場合） 

・「経営健全化計画（公営企業会計）」（経営健全化基準を超える場合） 

健全化判断比率及び資金不足比率は、健全化法に基づき議会への報告及び公表が義務づけら

れている。 



　【財政健全化判断指標】

　１　対象とする会計

一
般
会
計
等

公
営
事
業
会
計

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

駐車場事業特別会計

介護保険特別会計

一般会計
（1）

実質
赤字
比率

土地取得事業特別会計

実
質
公
債
費
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

（3）

（2）

（4）

将
来
負
担
比
率

一部事務組合（6組合）・広域連合（1連合）の負債
〔加入市町村の按分負担〕

公
営
企
業
会
計

資金
不足
比率

3

下水道事業特別会計

損失補償債務等

給
与
及
び
公
共
料
金
特
別
会
計
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　２　健全化判断比率

(1)

(2)

(3)

(4)

a 財政健全化計画を定めなければならない基準
b 財政再生計画を定めなければならない基準
c 経営健全化計画を定めなければならない基準

24年度 23年度

-% -%

-% -%

3　資金不足比率（下水道事業）
経営健全化
基準
20%

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率
（ 3 か 年 平 均 ）

350%

0.5% 1.1%

12.9% 22.5%

-% -%

20%

早期健全化
基準

財政再生
基準

30%

11.25%

16.25%

35%

実 質 赤 字 比 率

区　　　　　　　　　　分

健
全
化
判
断
比
率

再
生
判
断
比
率

将 来 負 担 比 率

25%

a b

c
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　算式の[　　]数値は、本市の24年度決算数値

　単位は千円

(1) 実質赤字比率（一般会計等）

算式

　一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率。
　実質赤字とは、形式収支（歳入－歳出）から翌年度に繰り越すべき財源を控除した実質
収支が赤字の場合をいう。

自治体の一般財源の標準的な大きさを示したもの。普通交付税の算定に用いる市税収
入額、地方譲与税及び利子割などの各種交付金に普通交付税と臨時財政対策債発行可
能額を加えた額

実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額

実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額

歳入不足のため、翌年度の歳入を繰り上げて充てた額

計算結果が0%以下のときは-%

 ※5 標準財政規模

 ※1

 ※2 繰上充用額

 ※3 支払繰延額

 ※4 事業繰越額

[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

[-％]

[103,319,156]

実質赤字比率 ＝
繰上充用額 支払繰延額

標準財政規模

事業繰越額+ （ ）+

※1

※2 ※3

※5

※4

※5
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(2) 連結実質赤字比率（全会計）

算式

　公営企業や国民健康保険などの公営事業を含めたすべての会計を対象とした実質赤字の
標準財政規模に対する比率。

※1

[ 0 ] [ 0 ] [4,856,447] [20,011]

[-％]

[103,319,156]

連結実質赤字比率 ＝
＋ -

実質赤字を
生じた会計の
実質赤字の
合計額

資金不足を
生じた公営
企業会計の
資金不足額

標準財政規模

）（ ）

実質黒字を
生じた会計の
実質黒字の
合計額

資金剰余を
生じた公営
企業会計の
資金剰余額（ ＋
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　　　（全会計の実質収支額）

（単位　千円）

歳 入 総 額
Ａ

歳 出 総 額
Ｂ

歳 入 歳 出
差 引 額
Ｃ（А-Ｂ)

翌年度に繰り
越すべき財源

Ｄ

実質収支額
Ｃ － Ｄ

一 般 会 計 187,454,539 183,877,575 3,576,964 332,131 3,244,833

土地取得事業特別会計 283,877 283,877 0 0

計 187,738,416 184,161,452 3,576,964 332,131 3,244,833

国民健康保険事業特別会計 60,207,727 58,956,179 1,251,548 1,251,548

後期高齢者医療特別会計 9,560,337 9,545,292 15,045 15,045

介 護 保 険 特 別 会 計 31,457,797 31,112,776 345,021 345,021

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 1,147,399 1,147,399 0 0

給与及び公共料金特別会計 33,557,943 33,557,943 0 0

計 135,931,203 134,319,589 1,611,614 0 1,611,614

（単位　千円）

歳 入 総 額
Ａ

歳 出 総 額
Ｂ

資金不足・
剰 余 額
Ｃ（А-Ｂ)

翌年度に繰り
越すべき財源

Ｄ

実質収支額
Ｃ － Ｄ

公 営 企 業
会 計

下 水 道 事 業 特 別 会 計 13,373,909 13,353,898 20,011 20,011

（単位　千円）

歳 入 総 額
Ａ

歳 出 総 額
Ｂ

歳 入 歳 出
差 引 額
Ｃ（А-Ｂ)

翌年度に繰り
越すべき財源

Ｄ

実質収支額
Ｃ － Ｄ

337,043,528 331,834,939 5,208,589 332,131 4,876,458全　　　会　　　計

区　　　　　　　　　　分

区　　　　　　　　　　分

一般会計等

公 営 事 業
会 計

区　　　　　　　　　　分
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（単位　千円）

歳 入 総 額
Ａ

歳 出 総 額
Ｂ

歳 入 歳 出
差 引 額
Ｃ（А-Ｂ)

翌年度に繰り
越すべき財源

Ｄ

実質収支額
Ｃ － Ｄ

一 般 会 計 187,454,539 183,877,575 3,576,964 332,131 3,244,833

土地取得事業特別会計 283,877 283,877 0 0

計 187,738,416 184,161,452 3,576,964 332,131 3,244,833

国民健康保険事業特別会計 60,207,727 58,956,179 1,251,548 1,251,548

後期高齢者医療特別会計 9,560,337 9,545,292 15,045 15,045

介 護 保 険 特 別 会 計 31,457,797 31,112,776 345,021 345,021

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 1,147,399 1,147,399 0 0

給与及び公共料金特別会計 33,557,943 33,557,943 0 0

計 135,931,203 134,319,589 1,611,614 0 1,611,614

（単位　千円）

歳 入 総 額
Ａ

歳 出 総 額
Ｂ

資金不足・
剰 余 額
Ｃ（А-Ｂ)

翌年度に繰り
越すべき財源

Ｄ

実質収支額
Ｃ － Ｄ

公 営 企 業
会 計

下 水 道 事 業 特 別 会 計 13,373,909 13,353,898 20,011 20,011

（単位　千円）

歳 入 総 額
Ａ

歳 出 総 額
Ｂ

歳 入 歳 出
差 引 額
Ｃ（А-Ｂ)

翌年度に繰り
越すべき財源

Ｄ

実質収支額
Ｃ － Ｄ

337,043,528 331,834,939 5,208,589 332,131 4,876,458全　　　会　　　計

区　　　　　　　　　　分

区　　　　　　　　　　分

一般会計等

公 営 事 業
会 計

区　　　　　　　　　　分
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(3) 実質公債費比率

算式

　①国・都からの支出金

　⑤一時借入金の利子

　④大規模な住宅建設に関連して地方公共団体に代わって都市再生機構等が行った
    公共施設等の建設費用のうち地方公共団体が割賦支払いのため設定した債務負
    担行為等に基づく支出額及び利子補給に係るもの

　③一部事務組合等への負担金のうち、組合等が起こした地方債の償還財源に充当
    されたと認められるもの

　※6　準元利償還金

　一般会計等が1会計年度に負担した元利償還金及び準元利償還金の一般財源額の標準財
政規模に対する比率。
　この比率が、18％を超えると起債許可団体になり、25％を超えると一般単独事業の起債
が制限され、35％を超えると災害関係を除く公共事業の起債が制限されることになる。

　②一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、市債の償還の財
    源に充当されたと認められるもの

　①満期一括償還市債について､償還期間を30年とする元金均等年賦償還をした場
    合における1年当たりの元金償還金相当額

※6 ※7
[5,774,701] [7,608,002] [12,685,003]

[0.11420％]

（ ）
市債の

元利償還金
準元利
償還金

特定財源

[12,685,003]

[14,621,810]

[103,319,156]

標準財政規模 -

実質公債費比率
（単年度）

＝

元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

）
元利償還金・

準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

＋（＋ -
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　③市営住宅建設事業の財源として発行された市債償還額に充当された市営住宅使
    用料

　②貸付金の財源として発行した市債に係る貸付金の元利償還金

　⑤その他の特定財源

　④都市計画事業の財源として発行された市債償還額に充当された都市計画税

3か年平均の算出方法は、各年度ごとに四捨五入をせず、計算結果そのままを3か年加
え、3か年で除し、小数第1位未満を切捨てる。

　※7　特定財源

　※8　

※8

[1.29025％] [0.23611％] [0.11420％]

[0.5％]

+ +

3
＝

23年度
実質公債費比率

24年度
実質公債費比率

22年度
実質公債費比率実質公債費比率

（3か年平均）

532



　　　（実質公債費比率の内訳）

（単位　千円）

22年度 23年度 24年度

市 債 の
元 利 償 還 金

Ａ
公 債 費 15,293,416 15,117,063 14,621,810

①
満期一括償還に係る公債費
（平成17年度に借入れた八王子みど
り市民債10億円分）

33,333 0 0

②
特別会計への繰出金
（下水道と駐車場の公債費充当分）

4,210,086 4,107,925 4,181,149

③

一部事務組合負担金
（東京たま広域資源循環組合、多摩
ニュータウン環境組合、南多摩斎場
組合の公債費負担分）

683,393 592,456 596,931

④
公債費に準ずる債務負担行為
（ニュータウン学校施設取得・新体
育館整備）

1,212,562 1,185,106 993,994

⑤
一時借入金利子
（起債前貸しに伴う利子）

23,271 3,893 2,627

準元利償還金　計 6,162,645 5,889,380 5,774,701

①
国都支出金
（東京都多摩ニュータウン関連公益
施設整備費償還費補助金）

1,702,675 1,701,056 1,688,793

② 貸付金償還金 0 0 0

③ 市営住宅使用料 202,183 182,555 172,868

④ 都市計画税 5,631,842 6,065,074 5,746,341

⑤ その他の特定財源 0 0 0

特定財源　計 7,536,700 7,948,685 7,608,002

12,775,911 12,844,227 12,685,003

101,398,065 103,279,573 103,319,156

1.29025% 0.23611% 0.11420%

1.8% 1.1% 0.5%

注　区分欄の（　　）は、本市の24年度決算内容

実 質 公 債 費 比 率 （ 3 か 年 平 均 ）

区　　　　　　　　　　　　　　　分

実 質 公 債 費 比 率 （ 単 年 度 ） Ｆ
｛（Ａ +Ｂ） -（Ｃ +Ｄ）｝／（Ｅ-Ｄ）×100

標 準 財 政 規 模
Ｅ

元 利 償 還 金 ・ 準 元 利 償 還 金 に
係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 額

Ｄ

準元利償還金
Ｂ

特 定 財 源
Ｃ

※6

※7

※8
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（単位　千円）

22年度 23年度 24年度

市 債 の
元 利 償 還 金

Ａ
公 債 費 15,293,416 15,117,063 14,621,810

①
満期一括償還に係る公債費
（平成17年度に借入れた八王子みど
り市民債10億円分）

33,333 0 0

②
特別会計への繰出金
（下水道と駐車場の公債費充当分）

4,210,086 4,107,925 4,181,149

③

一部事務組合負担金
（東京たま広域資源循環組合、多摩
ニュータウン環境組合、南多摩斎場
組合の公債費負担分）

683,393 592,456 596,931

④
公債費に準ずる債務負担行為
（ニュータウン学校施設取得・新体
育館整備）

1,212,562 1,185,106 993,994

⑤
一時借入金利子
（起債前貸しに伴う利子）

23,271 3,893 2,627

準元利償還金　計 6,162,645 5,889,380 5,774,701

①
国都支出金
（東京都多摩ニュータウン関連公益
施設整備費償還費補助金）

1,702,675 1,701,056 1,688,793

② 貸付金償還金 0 0 0

③ 市営住宅使用料 202,183 182,555 172,868

④ 都市計画税 5,631,842 6,065,074 5,746,341

⑤ その他の特定財源 0 0 0

特定財源　計 7,536,700 7,948,685 7,608,002

12,775,911 12,844,227 12,685,003

101,398,065 103,279,573 103,319,156

1.29025% 0.23611% 0.11420%

1.8% 1.1% 0.5%

注　区分欄の（　　）は、本市の24年度決算内容

実 質 公 債 費 比 率 （ 3 か 年 平 均 ）

区　　　　　　　　　　　　　　　分

実 質 公 債 費 比 率 （ 単 年 度 ） Ｆ
｛（Ａ +Ｂ） -（Ｃ +Ｄ）｝／（Ｅ-Ｄ）×100

標 準 財 政 規 模
Ｅ

元 利 償 還 金 ・ 準 元 利 償 還 金 に
係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 額

Ｄ

準元利償還金
Ｂ

特 定 財 源
Ｃ

※6

※7

※8
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(4) 将来負担比率

算式

　④一部事務組合等の地方債の元金償還に係る負担見込額

　③一般会計等以外の会計の市債の元金償還に充当する一般会計等の負担見込額

　②大規模な住宅建設に関連して地方公共団体に代わって都市再生機構等が行っ
    た公共施設等の建設費用のうち地方公共団体が割賦支払いに係るもの及び新
    体育館に係る公共施設の建設事業費等に係る支出のため設定した債務負担行
    為等に基づく支出予定額

 　①一般会計等の当該決算年度末における市債現在高

　※10　充当可能

　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。

　地方自治法第241条に定める基金。（地方公共団体の財政の健全化に関する法律

　⑧一部事務組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

　⑦連結実質赤字額

　⑥損失補償等による負担見込額

　⑤退職手当支給予定額のうち、一般会計等負担見込額

　※9　将来負担額

※9 ※11※10

[218,112,568] [17,917,403] [53,599,920] [134,840,206]

[12.9％]

[12,685,003]

）

標準財政規模
将来負担比率

-
＝

（ ＋
将来負担額

充当可能
基金額-

[103,319,156]

特定財源
見込額

市債現在高等に係る
基準財政需要額算入見込額＋

元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額
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　③市営住宅建設事業の財源として発行された市債償還額に充当される市営住宅使
    用料

　②貸付金の財源として発行した市債に係る貸付金の元金償還金

　①国・都からの支出金

　⑤その他の特定財源

　④都市計画事業の財源として発行された市債償還額に充当される都市計画税

　　　　基金額

　※11　特定財源
　　　　見込額

治 第 条 団体 化 関 律
  施行規則第14条の規定に基づくもの）
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　　　（将来負担比率の内訳）

（単位　千円）

24年度 23年度 増減額

① 一般会計等市債現在高 126,389,141 126,356,319 32,822

②
公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出
予定額（ニュータウン学校施設取得・新体
育館整備）

16,168,898 18,004,999 △ 1,836,101

③
特別会計への繰出見込額
（下水道と駐車場の償還見込額）

42,280,106 44,935,720 △ 2,655,614

④

一部事務組合等負担見込額
（東京たま広域資源循環組合、多摩ニュー
タウン環境組合、南多摩斎場組合の償還見
込額）

2,238,383 2,846,352 △ 607,969

⑤
退職手当負担見込額
（2,686人分）

31,036,023 32,398,977 △ 1,362,954

⑥
損失補償等による負担見込額
（私立高等学校入学資金損失補償分）

17 58 △ 41

⑦ 連結実質赤字額 0 0 0

⑧ 一部事務組合等連結実質赤字額 0 0 0

将来負担額　計 218,112,568 224,542,425 △ 6,429,857

充 当 可 能
基 金 額

Ｂ
財政調整基金、減債基金等 17,917,403 14,674,241 3,243,162

①
国都支出金
（東京都多摩ニュータウン関連公益施設整
備費償還費補助金）

15,132,704 17,063,469 △ 1,930,765

②
貸付金償還金
（多摩都市モノレール貸付金償還金）

68,279 68,279 0

③ 市営住宅使用料 1,077,090 1,223,400 △ 146,310

④ 都市計画税 37,321,847 36,528,067 793,780

⑤ その他の特定財源 0 0 0

特定財源見込額　計 53,599,920 54,883,215 △ 1,283,295

134,840,206 134,564,052 276,154

103,319,156 103,279,573 39,583

12,685,003 12,844,227 △ 159,224

12.9% 22.5% △9.6ポイント

注　区分欄の（　　）は、本市の24年度決算内容

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

市 債 現 在 高 等 に 係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込 額
Ｄ

特 定 財 源
見 込 額

Ｃ

将 来 負 担 比 率
｛ Ａ - （ Ｂ + Ｃ + Ｄ ） ｝ ／ （ Ｅ - Ｆ ） × 100

標 準 財 政 規 模
Ｅ

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
Ｆ

将 来 負 担 額
Ａ

※9

※10

※11
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（単位　千円）

24年度 23年度 増減額

① 一般会計等市債現在高 126,389,141 126,356,319 32,822

②
公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出
予定額（ニュータウン学校施設取得・新体
育館整備）

16,168,898 18,004,999 △ 1,836,101

③
特別会計への繰出見込額
（下水道と駐車場の償還見込額）

42,280,106 44,935,720 △ 2,655,614

④

一部事務組合等負担見込額
（東京たま広域資源循環組合、多摩ニュー
タウン環境組合、南多摩斎場組合の償還見
込額）

2,238,383 2,846,352 △ 607,969

⑤
退職手当負担見込額
（2,686人分）

31,036,023 32,398,977 △ 1,362,954

⑥
損失補償等による負担見込額
（私立高等学校入学資金損失補償分）

17 58 △ 41

⑦ 連結実質赤字額 0 0 0

⑧ 一部事務組合等連結実質赤字額 0 0 0

将来負担額　計 218,112,568 224,542,425 △ 6,429,857

充 当 可 能
基 金 額

Ｂ
財政調整基金、減債基金等 17,917,403 14,674,241 3,243,162

①
国都支出金
（東京都多摩ニュータウン関連公益施設整
備費償還費補助金）

15,132,704 17,063,469 △ 1,930,765

②
貸付金償還金
（多摩都市モノレール貸付金償還金）

68,279 68,279 0

③ 市営住宅使用料 1,077,090 1,223,400 △ 146,310

④ 都市計画税 37,321,847 36,528,067 793,780

⑤ その他の特定財源 0 0 0

特定財源見込額　計 53,599,920 54,883,215 △ 1,283,295

134,840,206 134,564,052 276,154

103,319,156 103,279,573 39,583

12,685,003 12,844,227 △ 159,224

12.9% 22.5% △9.6ポイント

注　区分欄の（　　）は、本市の24年度決算内容

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

市 債 現 在 高 等 に 係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込 額
Ｄ

特 定 財 源
見 込 額

Ｃ

将 来 負 担 比 率
｛ Ａ - （ Ｂ + Ｃ + Ｄ ） ｝ ／ （ Ｅ - Ｆ ） × 100

標 準 財 政 規 模
Ｅ

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
Ｆ

将 来 負 担 額
Ａ

※9

※10

※11

535



 　３　資金不足比率

算式

　　　　　

　　　　　　 

営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額

事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事業がある
場合において、資金の不足額から控除する一定の額

（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に充当する
ために起こした市債現在高）－解消可能資金不足額

　公営企業ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率。
　本市では、下水道事業特別会計が該当する。

　※14　事業の規模

　※12　資金の不足額

　※13　解消可能資金
　　　　　不足額

※13

[ 0 ]

[-％]

[8,774,142]

資金の不足額
資金不足比率 ＝

事業の規模

※1

※14

※12

536536


